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一般空港等について

拠点空港とは、国際航空輸送網又は国内航空輸送網
の拠点となる空港。（国又は空港会社が設置）

地方管理空港とは、国際航空輸送網又は国内航空輸
送網を形成する上で重要な役割を果たす空港。（地方
公共団体が設置）

共用空港とは、自衛隊又は米軍の施設を民間航空が
利用している空港。

その他の空港とは、コミューター空港など、拠点空港、
地方管理空港以外の公共用の空港。
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○ 現在、全９７空港が存在。

○ 一般空港等整備事業の耐震対策事業の対象は、会社管理の４空港（成田国際、中部国際、関西国際及
び大阪国際（伊丹））及び東京国際（羽田）空港を除く、９２空港。

一般空港等（９２空港）

全９７空港

拠点空港

会社管理空港 ４

（成田国際、中部国際、関西国際、大阪国際）

国管理空港

※東京国際 １

※その他（新千歳、那覇等） １８

特定地方管理空港（旭川等） ５

地方管理空港（中標津、岡山、奄美、石垣等） ５４

共用空港（小松、三沢等） ８

その他の空港（名古屋、八尾等） ７



空港施設の概要及び耐震対策事業の概要

○ 空港は、航空機の離着陸時に使用される滑走路等の土木施設、航空機の管制等を実施する庁舎・管
制塔等の建築施設、並びに、航空機の運航を支援する無線施設等の航空保安施設で構成される。

〇 個々の施設が正常に働き、有機的に連携することで空港として機能する。このため、地震災害時に
も空港機能を維持できるよう、各種施設の耐震対策を実施している。

滑走路

管制塔

・土木施設：滑走路・誘導路・エプロン等で、航空機の離着陸や地上走行、駐機等のための施設
・建築施設：航空機との通信や管制に必要な機器が設置されている庁舎・管制塔・無線施設局舎等
・航空保安施設：航空機の運航を支援するための、無線施設や照明施設等

・航空機の離発着に必要な機能を確保 ・空港地下構造物の崩落による航空機等の被害を防止

・航空管制機能の停止を防ぐとともに空港の
管理機能を確保

耐震フレームの設置により、
管制塔等の倒壊を防止

非液状化層

液状化層

支持地盤の改良（液状化対策）により、舗装の損壊を防止 躯体の耐震補強により、地下構造物の損壊を防止

誘導路

エプロン
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地震被災時の対応事例

東日本大震災（平成２３年３月）で仙台空港が果たした役割

救助に向かうレスキュー隊 C-1輸送機による輸送活動

新潟中越地震（平成１６年１０月）で新潟空港が果たした役割

捜索、救助・物資輸送の拠点として活動 全国からの救援物資の受け入れ拠点として活動

全国からの救援物資の受け入れ拠点として活動

C-130米軍輸送機による輸送活動

● 地震発生からの主な動き
10月23日 地震発生

救急・救命活動開始（運用時間を延長）
10月24日 緊急救援物資輸送開始

羽田～新潟 臨時便の運航
11月 5日 北陸道、関越道通行止め解除
12月28日 上越新幹線運転再開

（参考）
・自衛隊機等飛行回数 595回
・公用機飛行回数 859回
・羽田～新潟 臨時便 21万人が使用

24日：4往復、25日：10往復、26日以降：8往復

● 地震発生からの主な動き
3月11日 地震発生

仙台空港運用停止
3月12日 （花巻、山形、福島空港等）

・災害対応機の活動拠点となる
・羽田、大阪、名古屋から臨時便の運航

3月15日 救急救命・緊急輸送開始
3月16日 米軍機による輸送活動開始
4月13日 民航機運航再開

（参考）
・自衛隊機等飛行回数 ４９０回
・公用機飛行回数 ８回
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誘導路：未対策

滑走路：対策済み

○ 新潟中越地震（平成１６年１０月）、東日本大震災（平成２３年３月）発生時、新潟空港及び仙台空
港はそれぞれ、救急・救命、緊急物資輸送拠点として活用された。

〇 東日本大震災時、仙台空港では、耐震対策を実施済みの滑走路には地盤沈下が発生せず、未実施の誘
導路には地盤沈下が発生した。

ヘリコプターによる捜索の拠点として活動

陸上自衛隊のヘリコプター

〇仙台空港の事例



１）救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能

・発災後極めて早期の段階に救急・救命活動等の拠点機能
・発災後３日以内に、C-130等の輸送機の運航による緊急物資・人員等の輸送拠点

＜機能確保に必要な土木施設の工事内容＞

土木施設：滑走路の2,000m部分、滑走路に対応する誘導路及びエプロンの耐震性確保

地震災害時に空港に求められる機能及び耐震対策工事

○ 空港に求められる機能
「地震に強い空港のあり方」（平成１９年４月）で、地震災害時に空港に求められる機能を整理。

１）救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能
（地震時に救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能を有する空港から一定範囲に居住する人口の割合が増加）

２）航空輸送上重要な空港で、航空ネットワークの維持、背後圏経済活動の継続性確保のための機能
（民間航空会社による航空輸送事業の継続が可能）

○ 耐震対策工事
空港に求められる機能に基づき、耐震対策工事の内容を設定。

【耐震対策工事の内容】

２）航空ネットワークの維持、背後圏経済活動継続のための機能

・発災後３日を目途に定期民航機の運航が可能
・極力早期の段階で通常時の50%に相当する輸送能力を確保

＜機能確保に必要な土木施設の工事内容＞

土木施設：滑走路全長、滑走路に対応する誘導路、通常時の50％に相当する輸送能力
の確保に必要なエプロンの耐震性確保
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耐震対策事業の優先順位

宮崎

北九州

高知

松山

大分

釧路

函館

（釧路、函館、松山、高知、北九州、大分、宮崎）

【地震防災対策推進地域に所在する空港】

● 地震防災対策推進地域に所在する空港
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新千歳

仙台

鹿児島

広島

新潟

中部
那覇

東京

大阪

成田

関西高松

福岡

【航空輸送上重要な空港】

（新千歳、仙台、新潟、広島、高松、福岡、鹿児島、那覇）

〇 ９２空港のうち、次の２つの視点で、１５空港の耐震対策事業を優先的に実施中。

１）「地震に強い空港のあり方」（平成１９年４月）で抽出した航空輸送上重要な８空港（一般空港等
以外は５空港）

２）南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法等で指定する地震防災対策推進地域
に所在する７空港

● 一般空港等

○ 一般空港等以外

南海トラフ地震に係る地震防災対策の
推進に関する特別措置法

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る
地震防災対策の推進に関する特別措置法



耐震対策事業の成果目標及び達成状況

○ 成果目標
優先順位１及び優先順位２（合計で１５空港）において、平成３２年度までに、「救急・救命、緊急

物資輸送拠点として機能」を確保するため、土木施設、建築施設及び航空保安施設の耐震性を確保。

○ 平成２７年度末に「救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能」を確保できるのは９空港で、未了
は６空港。

○ なお、優先順位３の「航空ネットワークの維持、背後圏経済活動継続のための機能」の確保の目標時
期については、現在、設定していない。

※上記１５空港以外の空港の建築施設及び航空保安施設の耐震対策事業は、平成３１年度完了予定。

※照査の結果、耐震対策が不要の空港も含む。

航空輸送上重要な空港（８空港）

新千歳、仙台、新潟、広島、高松、福岡、鹿児島、那覇

地震防災対策推進地域に所在する空港（７空港）

釧路、函館、高知、松山、北九州、大分、宮崎
その他の空港（７７空港）

優
先
順
位
１

①救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能

済：新千歳、仙台、広島、高松、福岡
未：新潟、鹿児島、那覇

－ －

優
先
順
位
２

－

①救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能

済：釧路、函館、高知、北九州
未：松山、大分、宮崎

－

優
先
順
位
３

②航空ネットワークの維持、背後圏経済活動継続のた
めの機能

済：広島、高松
未：新千歳、仙台、新潟、福岡、鹿児島、那覇

－ －

優
先
順
位
４

－ －
①救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能
　　　　　　　　（優先順位未検討）
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耐震対策事業の優先順位等の検討
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成田

羽田

福岡

鹿児島

稚内

紋別

女満別

中標津

旭川

釧路

帯広
函館

青森
三沢

大館能代

秋田

花巻

庄内

山形

福島

百里（茨城）

静岡

能登

小松
鳥取

美保（米子）

隠岐

出雲

石見
山口宇部

北九州

佐賀
福江

種子島

岩国

仙台

新千歳

名古屋

中部

富山

伊丹

神戸

関西

南紀白浜

徳島

高松

広島

松山

高知

大分

熊本

長崎

松本

八丈島

那覇

奄美

徳之島

久米島

宮古

下地島

石垣

与那国

種子島

新潟

岡山

宮崎

八尾

千歳飛行場

地震防災対策推進地域等

検討の対象となる空港（３２空港）
１）地震防災対策推進地域等に所在する空港
（現在は、国管理空港のみが対象）

２）東海地震、東南海・南海地震等の具体計画で
広域医療搬送拠点等に位置づけられる空港

３）航空輸送上重要な空港の代替空港

耐震対策事業対象の一般空港（１５空港）

その他

※ 滑走路長 ２０００ｍ以上の空港を記載

【凡例】

耐震対策事業対象の会社管理空港及び東京国際
（羽田）空港（５空港）

○ 「地震に強い空港のあり方」（平成１９年４月）の検討以降、８年が経過するとともに、中央防災会
議等で想定する地震規模が変化する中、地震に対する空港のあり方について見直しが必要と認識。

○ このため平成２６年度、南海トラフ地震等広域的災害を想定した空港施設の災害対策のあり方につい
て、有識者に議論頂いた。

○ 具体的に対象とする空港やその優先順位については、今後、検討する予定。

［下線］ 航空輸送上重要な１３空港


